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主 要 判 決 紹 介 ・ 解 説
≪東京地方裁判所≫

不正競争防止法違反に基づく差止仮処分申立事件
（医薬用途発明の実施を専ら

0 0

基準により非充足とし、一定割合でよいという特許権者の
主張によれば新規性を欠くとして、特許権侵害を否定した事例）［上］（全２回）

−東京地決令和６年（ヨ）第30029号【加齢黄斑変性症事件】＜中島裁判長＞（民事40部）、令和６年10月28日−

【本判決の要旨、若干の考察】

１．特許請求の範囲（請求項１）～投与対象を限定した医薬用途発明
「Ａ１　抗ＶＥＧＦ剤としてアフリベルセプトを含む、

Ａ２　フルオレセイン蛍光眼底造影によって決定される全病変サイズの50%未満の活動性ＣＮＶ病変サ
イズを有する湿潤加齢黄斑変性症（ｗＡＭＤ）患者の治療における使用のための医薬組成物であって、

Ｂ　ｗＡＭＤ患者が以下の重要な組み入れ基準
・試験眼においてフルオレセイン蛍光眼底造影（ＦＡ）によって明らかになる、中心窩に影響を及ぼ
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